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Ⅰ 指定管理者制度の概要  

１ 目的・経緯  

公の施設の管理委託については、従来、公共団体や公共的団体、地方公共団体が

設立した出資団体等に管理を委託する方式に限られていた。しかしながら、多様化・

複雑化する市民ニーズに的確に対応するためには、民間事業者の能力やノウハウを

幅広く活用することが有効と考えられ、平成１５年６月１３日に地方自治法が改正

され、これらの団体のみでなく、広く民間事業者等も公の施設の管理の代行ができ

る指定管理者制度が創設された。本市は、平成１８年４月より、指定管理者制度を

導入している。 
 

「指定管理者制度」とは（地方自治法第 244条の 2） 

【従来の制度：管理委託制度】  

地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を以下の管理受託者が執行す

る。条例に基づき下記のような法人に委託することができる。  

・地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの（資本金等の 1/2 以上出資、職員

派遣等） 

・公共団体（土地改良区など）  

・公共的団体（農協、自治会など） 

        

        

【指定管理者制度】  

地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が、管理を代行する。 

・指定管理者の範囲については特段の制約を設けず、議会の議決を経て指定する。 

・指定管理者も使用の許可を行うことができる。 

・利用料金は、条例で定める基準により、指定管理者が市の承認を得て定める。 

例示）  

① 地方公共団体が設置する文化センターを株式会社等の民間事業者も管理を行うことが

可能になる。 

② ＰＦＩ事業で建設した施設について、ＰＦＩ事業者による利用料金制も含めた管理代行

が可能になる。 
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２ 条例制定等について  

指定管理者制度を導入することとした場合においては、次の事項について条例等

で定めることが必要とされている。  

ア．指定の手続（申請方法、選定基準、事業計画の提出など） 

イ．管理の基準（休館日、開館時間、使用制限の要件など） 

ウ．業務の範囲（施設・設備の維持管理、個別の使用許可など） 

 

３ 指定の方法  

条例に基づき、個々の指定管理者を、議会の議決を経て、期間を定めて指定する。 

 

４ 団体の範囲  

「公の施設1」の管理を「法人その他の団体」に行わせようとするものであり、そ

の対象は民間事業者等が広く含まれ、法人格は必ずしも必要とされていない（個人

は不可）。 

 

 

                                                   
1「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために地方公共団体が設置する施設であり、（庁

舎等の事務所は除くとされている。）その設置及び管理に関する事項は、条例で定めなければならないとされている。（地方自治

法第 244条及び第 244条の２） 
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Ⅱ 指定管理者制度の導入・運用の基本的な考え方 

 本市では従来、管理委託制度により公の施設の管理運営を市の出資団体や公共的団

体に委託し、施設の機能を活かした効率的な運営と施設管理を行ってきたが、平成１

８年４月からは、指定管理者制度を導入し、施設の管理運営を行っている。 

 この間、各施設においては、制度の趣旨を踏まえた運用が行われ、市民サービスの

維持向上が図られてきたところではあるが、施設の老朽化など、課題も生じており、

市の公共施設等総合管理計画に基づき、市及び指定管理者が連携・協力して対処する

必要がある。 

 また、全国に目を向けた場合、各自治体での様々な取組の中で、留意すべき点が明

らかになってきたことから、平成２２年１２月２８日付けで、指定管理者の運用につ

いて、国から各自治体に対し助言が行われた。 

 その内容は、指定管理者制度について、 

① 公の施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに活用で

きる制度であること。 

② 指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサ

ービス提供者を指定するものであり、単なる価格競争とは異なること。 

③ 指定に当たっては、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意

義があるものの、利用者や住民からの評価等を踏まえ同一事業者を再び指定してい

る例もあり、各地方公共団体において施設の態様等に応じて適切に選定を行うこと。 

などである。 

 これらの留意点や本市の課題等を踏まえ、次のとおり基本指針を定める。 

 

１ 指定管理者制度の適用の検討 

  公の施設は、本市による直営あるいは指定管理者制度による管理運営を行うこと

と定められている。 

  その際、「どちらの管理運営が、より効果的かつ効率的に施設の設置目的を達成

できると考えられるか」を基本的な判断基準とするべきである。 

  公の施設のうち、現段階においては、本市に管理権限を留保する必要性の高い施

設、あるいは指定管理者制度を導入する必然性の低い施設と考えられる施設は、概

ね次のような施設が想定される。 

 

① 個別法により指定管理者制度の適用が認められない施設 

② 指定管理者制度の導入により、経費の上昇またはサービスの低下が想定され

る施設 

③ その他、指定管理者として適切な民間事業者等が存在しないことが明らかな

場合など、市の直接的関与が必要であると判断される施設 

 

なお、具体的には、朝霞市指定管理者選定委員会（詳細はⅣを参照）において、

個々の施設ごとに詳細に検討するものとする。 
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【公の施設に指定管理者制度を導入する場合の基本的な手続き】 

手続きの流れ 具体的な手続き

制度導入の検討
・管理運営形態や指定管理者の選定方法などを、「朝霞市指定管理者
選定委員会」にて施設ごとに検討

（条例の制定、改正） ・設置条例の制定・改正について、議会への上程

募集
・申請要項の作成
・申請要項の公表、配布

選定
・「朝霞市指定管理者選定委員会」にて候補者の審査
・市長決裁

指定の議決 ・指定管理者、指定期間等について、議会への上程

協定締結
・指定の通知
・告示
・協定の締結

 

 

２ 指定管理者選定の基本的な考え方 

指定管理者には、公の施設の設置目的を最も効果的に達成することができる法人

やその他の団体等を指定しなければならない。したがって、選定に当たっては、施

設の設置目的や特性、過去の利用実績や今後の政策的な意図などを総合的に勘案し、

公募あるいは非公募（随意指定）のいずれによるべきかを個別に判断する必要があ

る。 

 

【公募・非公募（随意指定）の判断の目安】 

 

● 競争性を生み出すことで、サービスの向上や管理運営コストの縮減が期待でき、

かつ、公共サービスの水準を確保できるか 

● 管理事業の継続性や安定性、市の施策との一体性が確保されるか 

● 地域との連帯感の醸成や市民協働の運営の推進が図られるか 

 

 以上の基本的な考え方を踏まえ、公募・非公募（随意指定）を選択する。 

 

３ 指定期間 

  地方自治法第２４４条の２第５項に基づく指定期間は、原則として５年とする。 

ただし、特段の理由がある場合は、別に定めることができる。 
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４ 剰余金の精算 

指定管理料は、指定管理者から提出される事業計画書や過去の実績等を踏まえ設

定しており、事業計画書に基づき指定管理業務が行われている限り、基本的には過

剰な剰余金が発生することはないものと考えられる。 

しかし、剰余金は、指定管理者の経営努力により収入の増又は支出の減が図られ

た結果生じるものと、経営努力以外の要因によるものがあることから、次の表の考

え方を原則として精算を行うものとする。 

 

【剰余金の精算に関する考え方】 

選定方法 公募 非公募（随意指定） 

修繕料、備品購入費、

(再)委託料の剰余金 
全額返還 全額返還 

その他の剰余金 返還しない 協議による 

 

（１）修繕料、備品購入費、（再）委託料の剰余金について 

・実施に必要な経費として、指定管理料へ計上していることから、剰余金が生

じた場合は、公募・非公募に関わらず、全額市へ返還するものとする。 

 

（２）その他の剰余金について 

・公募により選定された指定管理者については、原則返還は行わないものとす

るが、税の適切な使途という観点から、仕様書や事業計画書で定めた業務等

が実施されているか、事業報告書との比較を行うなど、原因を精査すること

とする。 

・非公募で選定された指定管理者については、上記のとおり剰余金の原因を精

査した上で、特段の理由がある場合は、協議によりその一部または全部を返

還しないことも可能とする。その際には、返還しないことの必要性及び理由

を明確にする必要がある。 

・その他の剰余金のうち、人件費については、仕様書や事業計画書に定めた業

務に必要な人員を配置するための経費を計上していることから、業務の質を

担保する観点からも、市の人件費の取扱いと同様、残額を他の科目へ流用す

ることの無いよう留意する必要がある。 

・仕様書や事業計画書に定めた業務等が実施されなかったことにより生じた残

額は、剰余金に当たらないことから返還するものとする。 

 

５ 予算措置について 

  指定管理者の選定手続は、指定（行政処分）を行うための準備段階であることか

ら、その段階での予算措置（債務負担行為）は不要とする。 
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６ 利用料金制度について 

指定管理者制度の運用に際し、自立的経営が期待できる施設（市からの財政支援

を受けずに採算が見込まれる施設、市からの財政支援を圧縮できると期待できる施

設）、指定期間内に自立的経営が見込まれる施設、又は利用料金制度を採用するこ

とで利用者の利便性の向上が期待できる施設については、利用料金制度の採用につ

いて検討する。 

・「利用料金制度」とは 

地方自治法第２４４条の２第８項の規定により、指定管理者が施設の利用に係る料金を

収入として収受できる「利用料金制度」を導入することができるとされている。 

この制度は、施設の管理運営に当たり、指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすく

し、また、地方公共団体及び指定管理者の会計事務の効率化を図る観点から設けられたも

のであり、その導入に当たっては施設の性格、設置の趣旨等を踏まえ、個々に判断すべき

ものと考えられている。  

 

７ 個人情報の保護 

 個人情報の保護については、法律や条例等に基づき、指定管理者においても個人

情報の保護を図ることが必要となる。 

 

８ 情報の公開 

  情報の公開については、条例等に基づき、指定管理者についても対象となり、適

正な対応が必要となる。 

 

９ 災害時の対応 

（１）災害時の役割分担 

市と指定管理者の間で災害時の役割分担について、予め協定等で決めておくこと。 

 

（２）費用負担の方針及び協議方法の明確化 

指定管理者が管理する施設を避難所等として利用することによって新たに必要

となる費用や施設の通常利用ができないことによる利用料金収入の補填等の追加

負担、また、不要となる費用の減額等の精算について、その方針や協議の方法（協

議開始時期や手続、協議対象事項等）をあらかじめ定めておくこと。 

 

１０ 指定管理者制度を適用した場合の苦情等への対応 

（１）指定管理者が行った利用承認・不承認に対する不服申し立て 

市が受けることとなる。 

 

（２）施設利用に際してのサービス内容に対する苦情等 

指定管理者が対応することとなる。指定管理者は、利用者の苦情等を受ける体

制を整備しなければならない。市としても指定管理者が行ったサービス提供に関

する苦情等の処理対応を行うこととなる。 

市と指定管理者が苦情処理やサービスの改善を図るため、その施設ごとに定期

的に協議を行うものとする。 
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１１ 指定管理者の事業内容の点検 

指定期間が長期にわたる指定管理者については、指定管理者によるサービス水

準の維持と適正な運営の確保が最重要事項といえる。そのためには、事業実施内

容の点検は不可欠である。 

地方自治法上で要求されている事業報告書を提出させるだけではなく、本市モ

ニタリング標準マニュアルを参考に、各施設に最適な事業の実施内容の点検をど

のような方法で行うのかを定め、モニタリングを行うものとする。 

 

１２ 指定管理者が管理する公の施設で事故があった場合の損害賠償請求の対応 

（１）市が設置した施設自体の瑕疵により損害が生じた場合 

 市に損害賠償義務が生じる（国家賠償法第２条）。ただし、指定管理者が行った

維持修繕等に起因する場合には、指定管理者に損害賠償義務が生じる場合がある

（民法第７０９条）。 

 

（２）施設の管理に瑕疵があり、損害が生じた場合 

 指定管理者の管理に過失があった場合は、指定管理者には損害賠償義務が生じ

る（民法第７０９条）。また、市にも損害賠償義務が生じる（国家賠償法第２条）。 

 したがって、損害を被った者は、指定管理者と市のどちらかを相手に損害賠償

請求をしてもよいこととなる。このような指定管理者と市の両方に損害賠償義務

が生じる場合に、損害を被った者の請求に応じて、どちらかが損害賠償金を支払

った場合には、市と指定管理者との間で事故に対する責任の割合に応じて、相手

方に対して求償を行うこととなる。 

 

１３ その他 

（１）複数の施設の指定について 

指定管理者の募集は、施設ごとに行うことを原則とする。ただし、同一事業を実

施している施設で、施設運営の効率性・合理性の観点から適当といえる場合は、複

数の施設について指定管理者を一括して募集することができるものとする。 

 

（２）複合施設（複数の公の施設が併設されている施設）に対する考え方 

指定管理者は施設ごとに指定されるが、複合施設にあっては施設全体の管理及び

費用負担が課題となる。複合施設を代表する施設が施設全体の管理業務を一括して

行う方向で、指定管理者を公募・指定することが望ましい。 

 また、権限と責任の所在が曖昧にならないよう、管理を委ねる部分とそれ以外の

部分を明確にして業務仕様書等を作成するものとする。 
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（３）共同事業体について 

複数の団体が共同して管理運営に携わることで、より効果的かつ効率的に施設の

設置目的を達成できる場合には、共同事業体による管理運営を実施することができ

る。 

実施にあたっては、下記の点に留意する必要があることから、共同事業体による

応募が見込まれる施設については、募集要項に提出書類（共同事業体の構成団体一

覧、共同事業体協定書等）や留意事項等について明記するものとする。 

・代表者の設置 

・共同事業体内の業務分担及びリスク分担の明確化 

・構成団体の変更・統合に伴う対応 

・共同事業体の解散 

・その他施設の特性に応じて必要な事項 

 

（４）施設の改築、工事及び修繕等の実施について 

指定管理者は、施設の改築、工事又は修繕等、機械装置の新設又は修繕及び備品

の購入等に当たっては、原則としてあらかじめ、市と協議し、承認を受けるものと

する。 

なお、原則、修繕箇所１ヶ所当たり１３０万円を超える工事又は修繕及び１品

１０万円以上の備品購入については、指定管理料に含めず、市が直接これを行う

ものとする。 

 

（５）指定管理者との協議について 

協議は、業務を遂行する上で生じた問題や当初想定されていない業務への対応な

どの協定書の規定で対応できない課題の解決や、業務の詳細を調整するために行わ

れるものであることから、協議を行った際は、協議書を作成し、市及び指定管理者

の双方で保管するものとする。 
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Ⅲ 候補者の選定前の手続き 

１ 指定管理者の在り方検討委員会の設置 

 本市が執行している指定管理者制度について、その成果を検証しつつ、さらに有効

な制度の活用に向けて今後の在り方を検討するため、指定管理者の在り方検討委員会

（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

・指定管理者による公の施設の管理実績の評価及び課題点の抽出及び整理 

・今後の指定管理者制度の在り方についての検討 

・公の施設の指定管理者制度に関する基本指針の見直し 

 

（組織） 

検討委員会は、副市長を長とし、構成員は、部長級の職にある者を充てることとする。 

 

２ 申請要項及び仕様書の作成 

申請要項及び仕様書については、施設ごとに各施設所管部・課において案を作成し、

指定管理者選定委員会幹事会において審議、決定するものとする。 

 

３ 公募の実施 

（１）募集の方法  

公募を実施するときは、市役所前掲示板に公告するとともに、広報、ホームペー

ジ、所管課窓口及び市政情報コーナーなどにおいて以下の事項を公表する。 

公募の期間は、原則３０日とする。 

ア 公の施設の概要（名称、所在地等） 

イ 当該公の施設の前年度における利用者数、決算その他運営に係る事項 

ウ 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

エ 指定の期間（以下「指定期間」という。） 

オ 利用料金に関する事項 

カ 申請者の資格 

キ 申請に係る受付期間（以下「提出期間」という。） 

ク 選定の基準 

ケ その他市長が必要と認める事項 
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（２）申請者の資格 

前号カに規定する申請者の資格は、原則として次のとおりとし、各施設の公募の

際に検討するものとする。 

また、様式を別途定め、下記の要件を満たす旨の誓約書を申請者に提出させるこ

ととする。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者

に該当しない者であること。 

イ 朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく指名停止期間中の者

でないこと。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）第２１条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申

立てがなされた場合は、開始決定がなされていること。 

エ 国税及び地方税について滞納をしていない法人等であること。 

オ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規

定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）

若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にあ

る法人等でないこと。 

   ※暴力団排除の取組の一環として、本市は平成１８年に埼玉県警察本部と「指

定管理者からの暴力団排除に関する連絡協調体制の確立についての合意書」

を締結している。これに基づき、応募者が暴力団若しくは暴力団員が関係し

ている団体でないことを、埼玉県警察本部に照会し、確認を行うことができ

ることから、適宜、必要に応じて活用するものとする。  

カ その他市長が必要と認める事項 

 

（３）指定管理者選定の際の選定基準 

 選定に当たっては、以下の３点について、総合的に勘案して選定することとし、

具体的な選定基準等については、指定管理者選定委員会幹事会において定めるもの

とする。 

ア 公の施設の運営が利用者の平等利用を確保できるものであること。 

イ 公の施設の効用を最大限発揮させるものであるとともに、その管理に係る経

費の縮減が図られるものであること。 

ウ 安定して管理を行うことのできる物的能力及び人的能力を有するものである

こと。 

 

４ 申請関係書類の提出及び受理 

（１）申請関係書類  

申請に当たっては、市が定める申請書など関係書類を提出するものとする（公募

以外による指定の場合も含む。） 

（２）提出期間 

申請関係書類の提出期間（期限）は、公告日の翌日から起算して原則として 

３０日以後の別に定める日とする。 
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５ 公募によらない場合の措置 

  公募によらず候補者を選定する場合においては、３－（１）を省略できるものと

し、４－（２）の「公告の日の翌日から起算して原則として３０日以後の別に定め

る日」を「市長が別に定める日」に読み替えて適用する。 

 

６ 事務取扱  

申請等に係る庶務は、施設を所管する部・課において処理する。 
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Ⅳ 候補者の選定 

指定管理者選定委員会及び指定管理者選定委員会幹事会の設置 

本市が執行する公の施設の指定管理者制度に係る候補者（以下「候補者」という。）

の選定の公平性、透明性を確保するため、庁内に朝霞市指定管理者選定委員会（以下

「選定委員会」という。）及び朝霞市指定管理者選定委員会幹事会（以下「幹事会」

という。）を設置する。 

① 選定委員会 

  選定委員会は、副市長を長とし、構成員は、部長級の職にある者を充てることと

する。 

  （所掌事務） 

   ・指定管理者制度の適用の決定 

   ・公募・非公募（随意指定）の決定 

   ・利用料金制度の採用の決定 

   ・幹事会が行った指定管理者の指定を受けようとする事業者の評価基準に基づ

く評価結果の審査及び指定管理者候補者の選定 

   ・指定管理者候補者の市長への建議（市長は選定結果・理由の公表、通知、議

会へ提案） 

   ・指定管理者の指定の取消しについての審議 

 ② 幹事会 

  幹事会は、原則として、各施設所管部に設置し、所管部長を長とし、所管部の課

長級職員をもって構成する。 

なお、選定に当たり専門知識が必要な場合には、外部の学識経験者等の意見を聴

くことができるものとする。 

  幹事会は、公の施設ごとに選定方法等の決定と選定手続を実施し、選定委員会に

報告する。 

   

（所掌事務） 

  ・所管部・課が作成した申請要項及び仕様書の審査、決定 

   ・所管部・課が作成した、指定管理者の指定を受けるための応募資格、指定管

理者選定のための評価基準及び指定の期間等の審査、決定 

・指定管理者の指定を受けようとする事業者の評価基準に基づく評価の実施 

・指定管理者と締結する協定内容の審査 

・指定後の適正な管理運営の履行の確保に必要な事項の審査 

・所管する施設の管理運営形態の検討 

・各施設に適したモニタリング等の実施方法の検討 
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Ⅴ 指定管理者の指定後の手続き  

１ 選定委員会で選定した候補者は、議会の議決により「指定管理者」となり、協定

を締結する。 

 

２ 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。 

ア 指定期間に関する事項 

イ 管理運営業務の内容に関する事項 

ウ 事業計画に関する事項 

エ 利用料金に関する事項 

オ 開館時間及び休館日に関する事項 

カ 事業報告及び業務報告に関する事項 

キ 本市が支払うべき管理に係る費用に関する事項 

ク 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

ケ 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

コ 事故及び損害の賠償に関する事項 

サ 災害時の対応に関する事項 

シ 人権への配慮に関する事項 

ス その他市長が必要と認める事項 

 

 

 


